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登下校時の子供の安全確保対策の推進に係る留意事項について（通達）

通学路等における子供の犯罪被害を防止するための施策については，「通学

路等における子供の安全確保のための対策の推進について（通達）」（平成30

年８月２日付け），「通学路等における子供の犯罪被害防止対策の徹底につい

て（通達）」（平成29年３月23日付け）及び「登下校防犯プラン」（平成30年６

月22日登下校時の子供の安全確保に関する関係閣僚会議決定）等に基づき推進

しているところであるが，本年５月28日，神奈川県川崎市において，登校中の

児童等が殺傷される事案が発生し，県民に著しい不安を与えている。

教育委員会・学校をはじめとする関係機関・団体及び地域住民等と連携した

防犯教育，見守り活動等，登下校時における子供の安全確保のための対策の推

進上の留意事項は次のとおりであるので，各警察署にあっては適切な措置を講

じられたい。

１ 子供に対する実践的な防犯教育の推進

学校における防犯教室等については，「学校における犯罪防止教室等の更

なる推進について（通達）」（平成30年11月12日付け）により推進している

ところであるが，小学校，中学校，義務教育学校，特別支援学校において防

犯教室等を実施する場合においては，急接近してくる不審人物，性犯罪等に

係る対処方法について，「とにかく逃げる」，「大声を出す」といった，危険

な事案に遭遇した場合の初期的対応訓練など，子供に危険を予測・回避する

能力を身に付けさせるための実践的な防犯教育を学校等と連携して推進する

こと。

２ 見守り活動等に対する確認・指導等

（１）見守り体制の確認及び指導

登下校時の通学路等において実施する見守り体制について，警戒の隙間

が生じていないか，不測の事態に対応できる体制であるかなどを確認し，

例えば，「人の目が切れないように間隔等を調整して人員を配置する」，「配

置に際しては複数人配置し，子供の誘導役，周辺の警戒役，有事の連絡役




